
仕   様   書 

１ 業務名 天草市区廃止教職員住宅敷地除草業務 

 

２ 目的 

  廃止し売却等処分を予定する教職員住宅の環境を良好に保全するため、繁茂する雑草等を

除去する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和８年（２０２６年）１１月３０日（月）まで 

 

４ 委託箇所 

（１）名 称：熊本県教職員本渡第二住宅 跡地 

   所在地：天草市本渡町本戸馬場字西の久保１５７７ 

（２）名 称：熊本県立河浦高等学校職員住宅Ｃ  

   所在地：天草市河浦町河浦字古野２２３３番２  

（３）名 称：熊本県教職員本渡第四住宅 

   所在地：本渡町本戸馬場字水ノ平２０５９番２  

５ 作業方法 

（１）刈払機等による草刈を基本とし、必要な場合は人力による草刈とする。 

（２）草刈後の残滓については、敷地内で管理上支障のない場所に集積することとし、敷地外

への搬出は行わない。 

（３）雑草の他、低木の庭木等で枝打等が必要なものがあった場合、配置された作業員による

作業量と技術により可能な範囲内で処置する。 

 

６ 作業の時期 

（１）委託期間内に、３回実施すること。 

（２）実施時期 

第１回 契約締結日から令和８年（２０２６年）６月３０日（火）までの間 

第２回 令和８年（２０２６年）８月３日（月）から 

令和８年（２０２６年）８月３１日（月）までの間 

第３回 令和８年（２０２６年）１１月２日（月）から 

令和８年（２０２６年）１１月３０日（月）までの間 

 

７ 完了報告 

  各回の作業を完了したときは、作業前と作業後の写真を添えて、書面により完了報告書を

提出し、担当者の検査を受けること。 

 

８ 委託料の請求 

  委託料の支払いは３回払いとし、各回の作業に係る前項の検査に合格したときは、本業務

に係る当該作業分に係る委託料の請求書を速やかに提出すること。 

 

９ その他 

（１）この仕様書に記載のない事項については、担当者に照会すること。 

（２）業務の履行にあたっては事故がないよう十分に注意すること。 
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